
タブレットを家庭で利用するために 

鳥栖市立鳥栖小学校 

１【児童が学校でやっておくこと】    12 月 11 日（金）まで 

 ○ タブレットに自分の IDとパスワードを入れて起動できるようになっておく 

  ※IDとパスワードは一人一人に 12月 7日に配布しています。 

 ○タブレットに入っている「クラスルーム（全員がメッセージを送り合えるソフト）」や 

  「ミート（全員の映像が見えるソフト）」を使えるようになっておく。 

 ○タブレットを終了できるようになっておく。 

 

２【保護者にお家でやっていただくこと】12 月 11 日(金)～12 月 13 日(日)の間 

※ 12 月 11 日（金） ご家庭にタブレットを持ち帰らせます。 

 ☆ タブレットをインターネットにつなげてください。 

   ご家庭での作業イメージは、４をご覧ください。 

  

  

３【児童が（保護者様もいらっしゃればご一緒に）お家でやること】  

12 月 1６日（水） １４：００～１４：４５ 

上記の時間に、タブレットでクラスルームやミートを開き、映像や音声を受信できるか確認します。

（保護者様もご一緒であれば、一緒にご確認ください。）学校から映像を配信します。 

 「ミート（全員の映像が見えるソフト）」を使って、担任とやりとりをします。 

担任とのやりとりのイメージは、５をご覧ください。 

  

     ※ 2 の作業がこの日までに完了しなかったところは、12月14日(月)に確認します。 

３の担任とのやりとりがうまくいかなかたったところは、12 月 17 日(木)に 

確認します。 



    12 月 11 日（金）から 12 月 13 日（日）の間に 

 ４  ＡかＢの方法でインターネットにつなげてください。        

 ご自宅に Wi-Fi 環境が必要です。 

Wi-Fi ルーター、又はアクセスポイント(呼び方は様々です) 

があるかどうか、ご確認ください。 

     （有線ＬＡＮだけではつながりません。Wi-Fi （無線ＬＡＮ）が必要です。） 

 

 

 

   Ａ ある場合            Ｂ ない場合 

 

①パスワードを確認         ①市教委が提供する｢モバイルルーター｣ 

（ルーター本体にパスワードが     を入手して利用する。 

貼ってあります。）         （※入手の仕方は、資料１ 参照）  

②パスワードをタブレットに入力   [12 月 15 日までに入手してください。] 

 (入力の仕方は、資料２ 参照)  

                        ②｢モバイルルーター｣を電源につなぎ、 

タブレットを開く。 

（※接続の仕方は、資料３ 参照） 

※有線 LAＮではつながりません。                    

③インターネットへの接続を確認（完了）  ③インターネットへの接続を確認（完了） 

 

自宅 Wi-Fi ではインター        借用した「モバイルルーター」 

ネットに接続できない。        を使って、インターネットに接続 

      Ｂ ない場合 へ    できない。 

            

12 月 14 日（月）学校へ状況を連絡 



  12 月 16 日（水） １４：００ ～ １４：４５ 

５  学校とのやりとりができるか、確認してください。 

 

 

 

 

 

【学校】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご家庭】
      （保護者の方もいらっしゃれば、ご一緒にお願いします。） 

【担任】 

ミートを使って、担任が自分の様子を Live 配信します。 

【児童】（クラスルームからミートを開き） 

担任の映像を見たり、音声での呼びかけを聞いた

りすることができ、返事をしたら、完了です。 

        （資料 4-1 と資料 4-2 参照） 


